
 

児童相談所関連研修                       法定研修 

指導教育担当児童福祉司任用前研修 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねらい 

 児童相談所における指導教育担当児童福祉司（児童福祉司スーパーバイ

ザー）として業務を遂行していくにあたり必要な知識、技能等を習得させる

ため、児童福祉法等関係法令に基づき実施する。 

申込条件 

児童福祉司として３年以上の職務経験を有する職員  

※詳細は下記 16 号通知参照 

※令和４年４月１日より指導教育担当児童福祉司として任用される前の

受講が義務化。 

（前期・後期通しての受講が必須。）         【需要数４４名】 

修了証交付 

対象者 

児童相談所設置区及び児童相談所設置を目指す区が修了証を交付する場

合の対象者 

申込条件と同一 

日  数 ５日間（前期３日間、後期２日間） 

研修内容 

平成 29 年３月 31 日付雇児発 0331 第 16 号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知（最終改正：令和７年３月 31 日）に基づく 

※前期と後期の間にオンラインによる試験を受けることが必須 

日  程 

研修ＩＤ 

通知期限 

 日程 研修ＩＤ 通知期限 

前 期 ８月下旬 
2690500 ７月下旬 

後 期 １月下旬 
 

児童相談所関連研修                       法定研修 

調整担当者研修 
 

 

 

児童相談所関連研修                       法定研修 

一時保護施設管理者及び指導教育担当職員研修 
 

ねらい 

 児童福祉法第25条の２第７項及び第８項に規定する要保護児童対策調整

機関に置かれた調整担当者（以下「調整担当者」という。）として業務を遂

行していくにあたり必要な知識、技能等を習得し、特別区における児童家庭

福祉行政を担う職員の専門性の向上を図るため、児童福祉法等関係法令に

基づき実施する。 

申込条件 

（１）こども家庭センター職員 

（２）児童福祉司 

（３）子ども家庭福祉・母子保健等に携わる職員    【需要数３３名】 

修了証交付 

対象者 

 児童相談所設置区が修了証を交付する場合の対象者 

 調整担当者として職務を行う予定の職員で、児童福祉司任用前講習会を修

了した者 

日  数 ２日間 

研修内容 
平成 29 年３月 31 日付雇児発 0331 第 16 号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知（最終改正：令和７年３月 31 日）に基づく 

日  程 

研修ＩＤ 

通知期限 

日程 研修ＩＤ 通知期限 

２月中旬 2690600 １月中旬 
 

ねらい 

 一時保護施設における管理者及び指導教育担当職員として業務を遂行し

ていくにあたり必要な知識、技能等を習得させるため、児童福祉法等関係法

令に基づき実施する。 

申込条件 

一時保護施設の管理者および指導教育担当職員（一時保護施設における業

務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務に通算しておお

むね５年以上従事した経験を有するもの） 

※児童相談所設置区ごとにこども家庭庁と要事前協議 

                          【需要数２８名】 

日  数 ２日間 

研修内容 こども家庭庁長官が指定する者が行う研修に準ずる 

日  程 

研修ＩＤ 

通知期限 

日程 研修ＩＤ 通知期限 

10 月上旬 2690700 ９月上旬 
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